
宇治矢落擁壁復旧工事による家屋等損傷に関する
和解及び損害賠償の額を決定するについて

４．

３．

和 解 の 趣 旨

２．

の損害賠償額を支払い、和解の相手方はこれをもって、

本件に関し他に何らの請求権のないことを確認し、円満

５．

事故及び賠償の概要

損 害 賠 償 の 額

令和４年１２月頃から令和５年８月頃まで

宇治市宇治矢落地内

１．事 故 発 生 日

事 故 発 生 場 所

いて賠償するもの。

　工事の影響により、工事場所（宇治市宇治矢落１０５

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

総 務 常 任 委 員 会 資 料

総務・市民協働部資産活用推進課

５，９５４，６５９円

市は、宇治矢落擁壁復旧工事による家屋等損傷により

解決する旨を内容とする示談契約を締結する。

生じた損害の賠償金として、和解の相手方に対し、次項

番１、宇治矢落５１番４）に近接する家屋等に傾斜や隙

間等が生じたため、それらを矯正及び補修する費用につ
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位置図 
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建物の沈下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土留めの隙間 
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タイルの隙間 
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